
「篠原台町自治会集会所 建設工事」デザインコンペティション

１．目的（自治会館建設の背景）

篠原台町自治会集会所の建設が予定されている篠原園地は、旧県知事公舎の前庭を市民利用するため神奈川県が整備を行い、

昭和32年から一般開放されていた。このたび、篠原園地の所管が神奈川県から横浜市に移譲されることとなり、

園地内の老朽化した施設の更新や補修工事等の事業を進めると共に、新たに地元自治会集会所の建設を行う運びとなった。

２．提案競技の名称等

１．提案競技の名称

本提案競技の名称は、「篠原台町（しのはらだいまち）自治会集会所 建設工事」デザインコンペティション

（以下、コンペという）とする。

２．主催者

一般社団法人　神奈川県建築士事務所協会 協力：神奈川県木材業協同組合連合会

３．建築主

篠原台町自治会　会長　藤間　正利

３．コンペのテーマ

都市公園内において、園内を見下ろす立地を生かし、景観に溶け込む平屋建ての民設民営型集会所を設ける

４．応募者の対象

１．応募者の資格

ⅰ．コンペに応募する資格を有する者は、一般社団法人神奈川県建築士事務所協会の会員とする。

２．一事務所一提案

本コンペにおいて一の提案に限り応募することができる。また、一の事務所が複数の共同体への参加を通じて二以上

の提案をすることはできない。

３．コンペ運営関係者等の不参加

本コンペの運営に携わる者（講評委員および「住・緑・家」運営特別委員のうちコンペ説明や、ヒアリング、一次審

査、二次審査に携わる者）は本コンペに応募することはできない。

４．費用の負担

本コンペに関して応募者が要した費用は全て応募者の負担とする。また、別に定める応募登録料を主催者に納める。

５．選考の方法

１．講評委員会

 本コンペの講評は、主催者が設置する「講評委員会」が行う。講評委員会は正副会長経験者およびこれに準ずる者で

構成し、別に定める評価基準により講評する。講評委員の氏名はコンペ終了後、ホームページに掲載する。

２．一次審査

 建設委員会が一次審査を行い、「住・緑・家」運営特別委員３名が助言する。応募作品および講評をもとに提案内容

を総合的に検討し、三～五の提案を選考する。 （※選考された提案者にはメールで通知する。）

会場：白幡町自治会々館(横浜市港北区篠原台町４)

３．二次審査

 建設委員会に対し一次審査で選考された応募者が、提出図書を用いた口頭でのプレゼンテーション（機材等持ち込み

不可）および質疑応答を行い、一の提案を選考する。

プレゼンテーションには「住・緑・家」運営特別委員３名が立会う。

会場：白幡町自治会々館(横浜市港北区篠原台町４)

「篠原台町自治会集会所 建設工事」デザインコンペティション募集要項

ⅱ．建築士事務所の賠償責任保険に加入していること。（※設計者に選定された場合に保険加入する旨の念書の提出を含む）
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「篠原台町自治会集会所 建設工事」デザインコンペティション

４．失格

次の場合は、失格とする。

ⅰ.応募書類に、明らかな虚偽の記載がある場合

ⅱ.応募書類を受付期間内に提出しなかった場合（時間厳守）

ⅲ.本募集要項に定めた条件に違反するなど、不正な行為を行った場合

５．選考の観点

 提案の的確性や創造性、理解度、事業の確実性、管理運営の容易性および周辺環境との整合性等の観点から総合的に選考する。

６．設計者の決定

 二次審査終了後、別に定める期間内に建築主が設計者を決定する。主催者は建築主からの決定通知を受け、設計者を

ホームページにて公表する。設計者は建築主と契約のうえ、設計・工事監理業務を行う。

７．優秀作品の決定

 設計者の決定後、主催者は選定された設計者以外の提案作品から優秀作品を複数選考し公表する。

６．コンペの条件

１．コンペの対象地

ⅰ.建設地：横浜市港北区篠原台町27-1の一部

ⅱ.敷地面積：402.73㎡　【篠原台町自治会集会所】敷地平面図　参照

ⅲ.用途地域： 第一種低層住居専用地域（建蔽率40％・容積率80％）

・防火指定なし（法22条地域） ・第１種高度地区 ・建築物の高さの限度　10ｍ　※木造平屋建て

・南面道路より５mの範囲は既存樹木・緑地を存置する ・日影規制　3Ｈ/2Ｈ ・宅地等造成工事規制区域

ⅳ.前面道路： 法42条1項1号道路（市道 篠原315号）

ⅴ.既存建物： なし

ⅵ.許認可： 都市公園法にかかる民設民営型集会所の設置許可手続き（公園施設設置許可申請）

ⅶ.その他関連条例等の詳細は、任意に行政庁へ問い合わせのこと

２．計画条件

ⅰ．予定建築物の用途：① 集会所としての利用（総会 80名、組長連絡会 57組、役員会、老人会 85名、子供会

デイサービス、裁縫、民生委員の会、麻雀同好会） ② 公衆トイレ

ⅱ．世帯数：　1,119世帯（自治会員）

ⅲ．規模・構造：木造平屋建て　延床面積150㎡程度

ⅳ．総事業費：　４,５００万円（本体工事費・設備工事費・設計・工事監理費・消費税１０％含む）

　　外構工事・家具等備品・敷地測量・地質調査・地盤改良・登記・保険等は別途

ⅴ. 集会所建設可能な範囲は、敷地（集会所用地402.73㎡）のうち、擁壁（H=1500程度）で囲われた部分とする

ⅵ. 擁壁は横浜市みどり環境局が公園整備事業の中で整備する　　

ⅶ 公園内は８％勾配の園路が整備される。園路から公衆用トイレに至る経路はバリアフリーに配慮すること

ⅷ. 前面道路への接道要件を満たす幅員２ｍの通路および敷地に降りる階段は、平面図に示した位置とし、

横浜市みどり環境局が公園整備事業の中で整備する

ⅸ. 工期：　令和８年１２月竣工　設計監理期間：令和７年～８年度

ⅹ 計画の上で、重視したい点及び希望・要望

　　○建物： 園地に溶け込む外観　耐震性と防音性に配慮し、35年にわたり利用可能な集会所とする

メンテナンスが容易、立地条件からシロアリやカビの防止対策に配慮

夜間防犯灯、落葉が入らない雨樋、室内側に下足入れ、窓に網戸とシャッター

屋外に郵便受けおよび『篠原台町自治会 集会所』の立て看板を設置

屋外通路上部に雨対策として庇を設置　照明器具はすべてＬＥＤ

事務室の外壁面にスケジュールボードを設置

　　○集会室： 90㎡程度、明るく天井の高い室内、少人数の間仕切り、プロジェクター投影可能な壁面　

普段は上足、非常時は下足使用を想定　ダンスが出来る床とする（但しヒール付ダンスシューズは想定しない）　

卓球台を使用する　防災倉庫とは別に、机や椅子、ホワイトボード等を収納できるスペースを設ける

建具ガラスについて、集会室は特に防音・断熱・飛散防止効果のある仕様とし、防犯に配慮する

　　○事務室： 給湯スペースを設ける　備品としてプリンター、書庫、冷蔵庫を想定する

　　○防災倉庫　　　　外部から直接搬入出できる構造とする　内部からの利用にも配慮する

天井高を有効活用し、備蓄食料や資材を置ける収容量の大きな倉庫とする

　　○室内トイレ 男女別

　　〇公衆トイレ 多目的トイレ　男女兼用　車いす使用者が外部から使用できる構造とする
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「篠原台町自治会集会所 建設工事」デザインコンペティション

注）ⅴ∼ⅷに示した横浜市みどり環境局が公園整備事業の中で整備を行う公園内の園路、擁壁、全面道路より敷地に向かう通路、

敷地に降りる階段の寸法や位置等については、2025/1/27の時点では確定するに至っておらず、選定された設計者は

コンペ終了後に改めて確認の上、必要な設計変更を行うものとする。

ⅸ. 設備について

　　○ガスは使用しない

　　○集会室にエアコンを設ける

ⅷ.その他 風水、家相の考慮（可能な範囲で）

３．既存施設の利用状況

会議等 利用者数（名）

総会 80

組長連絡会 57組

役員会 15～20

陶朱会（老人会） 85

子ども会 10～20

みどりの会（ミニデイサービス） 10～15

のぞみの会（高齢者限定の裁縫の会） ―

民生委員の会 ―

麻雀同好会 4卓

―

―

７．応募手続き等

１．募集要項の配布

神事協情報メールにＵＲＬを記載および神事協ホームページよりダウンロード

・配布開始　：令和 7 年 1 月 27 日 （ 月 ） 予定

２．応募登録

ⅰ．登録手続き

コンペに応募しようとするものは、所定の登録申込書に所要事項を記載し、登録期間内に以下のいずれかの方法で

お申込ください。

①登録料を郵便振替、又は、銀行振込で入金し、その控えと共に申込書をメール送付してください。（※振込料は各自負担）

＜登録料振込先＞

②オンライン決済（ストアーズ利用　https://j-kana.net/）で入金し、申込書をメール送付してください。

申込書送付先メール：info@j-kana.or.jp

・登録開始　： 令和 7 年 1 月 28 日 （ 火 ）

・登録締切　： 令和 7 年 2 月 7 日 （ 金 ） 17：00迄

ⅱ．応募登録料

１１，０００円　（コンペ運営事務手続き費として　消費税込）

ⅲ．登録通知

申込受付後に「受付番号」をメールもしくはＦＡＸで通知する。

３．登録者の質疑応答

登録者の質疑は、次のとおり受け付ける。なお、これによらない質疑には応じない。

ⅰ．質疑の受付期間および方法

・期間　：　令和 7 年 2 月 10 日 （ 月 ） 10：00～16：00迄

・方法　：　所定の質問用紙にて神事協事務局にＦＡＸする。

ⅱ．回答日

・ 令和 7 年 2 月 14 日 （ 金 ） ホームページ上にて回答を掲載する。

利用頻度

自治会
（1,119世帯）

年2回

年2回

都度開催

年2回

月2回

サークル等

毎月

毎月

毎月

毎月

郵便振替口座　００２３０－５－１６３９３　　　　　口座名称　神事協　講習会

　※　銀行からの振込の場合：ゆうちょ銀行　〇二九(ｾﾞﾛﾆｷｭｳ)店　当座　0016393
　※　振込用紙にコンペ名（略称：篠原台町）を記載してください。
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「篠原台町自治会集会所 建設工事」デザインコンペティション

４．応募書類の提出

ⅰ．応募書類の提出方法

応募書類は、次により提出すること。なお、提出後の変更は認めない。

・作品提出締切日　：令和 7 年 4 月 4 日 （ 金 ） 17：00必着（郵送の場合は16：00まで）

・作品提出場所　：神事協事務局へ持参もしくは郵送（宅配便可）

（提出先）

ⅱ．応募書類の取り扱い

・著作権　：応募作品の著作権は、応募者に帰属する。但し、作品の発表や二次使用に関する権利は主催者が有

　　　　　　し、主催者は何らの制約なく作品の発表や二次使用をすることが出来る。

・応募書類の非返却　：応募書類、その他応募者から提案された書類は一切返却しない。

・公表　：応募作品は、必要に応じ、主催者が公表する。

５．コンペ結果の通知

主催者は建築主の選考により決定された設計者に通知し、ホームページ上で公表する。なお、二次審査選考設計者

以外の応募登録者には通知しない。

８．応募書類

１．提出物

ⅰ．用紙　Ａ３版（材質・縦横レイアウトは自由）２枚にまとめること　※裏面使用・パネル化は不可

ⅱ．部数　２部提出　　　※二次審査時には、１５部持参すること

ⅲ．上記、PDFデータをCDまたはUSBにて提出 (記録媒体は返却しません。PDFデータ名は「登録番号.pdf」とすること）

２． 記載内容

ⅰ．設計コンセプト（テーマに基づきまとめ、簡潔に記載すること　文字数200字程度）

ⅱ．概算の総事業費（６．２．ⅳ．総事業費の内訳毎に明記すること）

ⅲ．配置図（縮尺は自由、平面図と兼ねることも可）

ⅳ．平面図（縮尺は自由）

ⅴ．その他設計意図のわかるもの、立面図、断面図、透視図、模型写真、ＣＧ等表現は自由

ⅵ．受付番号（すべての用紙右下に必ず記載すること　※事務所名は記載してはいけません）

３．その他

ⅰ．応募提案書類の作成に必要な資料は、ホームページ上から各自ダウンロードすること。

現地調査を含め、ホームページ上にない、その他必要事項の確認は応募者が各自で行うこと。

（※但し、自治会へ直接連絡することは不可とする。）

ⅱ．公平性を確保する観点から匿名性を重視するため、応募提案書類中に応募者名自体あるいはそれを推測させる記

　　述をしてはならない。

ⅲ．応募提案書類は、未発表のオリジナル作品に限る。また、同一作品の他提案競技との二重応募は認めない。

９．コンペ全体のスケジュール

１．登録開始  ：令和 7 年 1 月 28 日 （ 火 ）

２．登録締切  ：令和 7 年 2 月 7 日 （ 金 ） 17：00迄

３．質疑受付  ：令和 7 年 2 月 10 日 （ 月 ） 10：00～16：00迄

４．質疑回答  ：令和 7 年 2 月 14 日 （ 金 ）

５．提出締切  ：令和 7 年 4 月 4 日 （ 金 ） 17：00必着（郵送等の場合は、16：00必着）

６．一次審査  ：令和 7 年 4 月 12 日 （ 土 ） 13：00～

７．選考通知  ：令和 7 年 4 月 15 日 （ 火 ） 予定

８．二次審査  ：令和 7 年 4 月 20 日 （ 日 ） 13：00～

９．設計者選定  ：令和 7 年 4 月 21 日 （ 月 ） 予定

〒231-0032
横浜市中区不老町３－１２　加瀬ビル201-２階
一般社団法人神奈川県建築士事務所協会
TEL　045-228-0755　　FAX　045-212-3807
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「篠原台町自治会集会所 建設工事」デザインコンペティション

１０．評価基準

以下に挙げる評価項目、評価基準、評価の視点によって評価する。全１７視点で採点（優３：良２：可１：不可０）し、　

集計のうえ講評する。

評価の視点

・的確性 配置図・平面図等から的確に計画されているかを評価する。 表現力の良否・コンセプトの内容

周辺条件等を考慮した配置計画の良否

周辺条件等を考慮した立面計画の良否

各諸室の機能を考慮した平面計画の良否

各諸室の機能を考慮した空間計画の良否

使い勝手の良否

・創造性 デザイン性、環境配慮等の観点から創造性のある設計がなされ デザイン性の良否

ているかを評価する。 構造・設備の提案の良否

環境配慮の提案の良否

トレンドの提案の良否

・実現性 構造計画や設備計画、コスト、施工性の観点から実現性のあ 構造計画の実現性の良否

る計画がされているかを評価する。 設備計画の実現性の良否

コスト・経済性の実現性の良否

施工性の実現性の良否

・理解度 計画条件等を十分に理解した提案がされているかを評価する。 テーマに対する理解の有無

災害時における避難場所としての理解の有無

計画条件に対する（法規制）の理解の有無

設計与条件に対する理解の有無

１１．注意事項等

１．決定設計者の義務等

ⅰ．選定された事務所が受託した場合は、必ず契約書を取り交わし、契約後は全ての責任はその事務所が負う。

ⅱ．選定された事務所は、契約の状況および工事の進捗状況等を神事協事務局にその都度報告する。

ⅲ．選定された事務所は、その建物の見学会実施に協力する。

ⅳ．選定された事務所は、設計・工事監理業務完了後、速やかに手数料（設計監理料の8％）を神事協に支払う。

２．主催者の免責

ⅰ．神事協は、本事業に関わる設計瑕疵、工事瑕疵等による紛争事項等については一切の責任を負わない。

３．その他

ⅰ． 令和７年に横浜市の補助金の仮申請を行う。また、令和８年度に補助金の本申請を行う。

ⅱ． 本コンペ事業を通じて知り得た情報は、主催者および建築主の同意無く、第三者に漏洩してはならない。

　　※既に公開済みのものや独自に入手したものを除く。

ⅲ． 応募作品の一部、あるいは全部が、他者の著作権を侵害するものであってはならない。

ⅳ． 審査結果について、一切の異議、疑義の申し立ては出来ない。

１２．ダウンロード等

※　ホームページより下記の書類をダウンロードしてください。

・募集要項

・申込書

・質問書

．質疑回答

・敷地図（地積測量図・公図）

・事前敷地調査報告書（案内図・都市計画図・敷地（概略）図）

評価項目 評価基準
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